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家事審判事件の受理，既済，未済 第３表 

 566 444  38 922  527 522 

 546 922  31 496  515 426 

（甲１）  18 975  4 598  14 377 

（甲２）  4 685  1 276  3 409 

（甲２の２）  2 652   560  2 092 

（甲３）  9 951  1 057  8 894 

（甲４）  4 444  1 918  2 526 

（甲５）   3 -   3 

（甲６）  207 454   947  206 507 

（甲７）  1 986   486  1 500 

（甲７の２）   12   4   8 

（甲８）  3 107   187  2 920 

（甲８の２）   674   241   433 

う ち 離 縁 に 関 す る 処 分   13 -   13 

（甲９） - - - 

（甲10）  14 322   910  13 412 

（甲11）   1 -   1 

（甲12）   155   52   103 

（甲13）   31   11   20 

（甲14）  4 766   740  4 026 

う ち 未 成 年 後 見 人 の 選 任  3 573   529  3 044 

う ち 成 年 後 見 人 の 選 任   712   135   577 

う ち 保 佐 人 の 選 任   107   25   82 

う ち 補 助 人 の 選 任   20   3   17 

う ち 未 成 年 後 見 監 督 人 の 選 任   57   7   50 

う ち 成 年 後 見 監 督 人 の 選 任   266   32   234 

う ち 保 佐 監 督 人 の 選 任   23   8   15 

う ち 補 助 監 督 人 の 選 任   8   1   7 

（甲15）   518   103   415 

（甲16）   262   58   204 

う ち 職 権 に よ る も の   115   23   92 

（甲17）   60   2   58 

（甲18）   193   15   178 

（甲19）  1 266   99  1 167 

（甲20）  2 197   211  1 986 

（甲21）  22 053  3 803  18 250 

う ち 職 権 に よ る も の  21 897  3 753  18 144 

（甲22）   11   2   9 

（甲22の2）   69   9   60 

（甲23）   7   1   6 

（甲24）  4 014   253  3 761 

（甲25）   229   27   202 

（甲25の２）   111   14   97 

（甲26）  1 115   120   995 

（甲27）   96   12   84 

（甲29）  148 494  8 258  140 236 

（甲30）   13   1   12 

 139 890   155 

  12 - 

  992 - 

  84 - 

  201 - 

  80 - 

  6 - 

 3 707   45 

  9 - 

  58 - 

 16 109 - 

… … 

 1 167 - 

 1 986 - 

  58 - 

  162 - 

  192 - 

… … 

… … 

  414 - 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 3 960   5 

… … 

  103 - 

  18 - 

 13 293   106 

  1 - 

… … 

- - 

 2 892   21 

  432 - 

 1 471   19 

  8 - 

  3 - 

 194 574  11 928 

旧

受

総

数

に

よ

る

申

立

て

 2 087 - 

総　　　　　　　　　  　     　　　　　　　　　　　数

甲      類      審      判      事      件      総      数　

後 見 開 始 の 審 判 及 び そ の 取 消 し

保 佐 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど

補 助 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど

不 在 者 の 財 産 の 管 理 に 関 す る 処 分

失 踪 の 宣 告 及 び そ の 取 消 し

特 別 代 理 人 の 選 任 （ 嫡 出 否 認 ）

子 の 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可

養 子 を す る に つ い て の 許 可

離 縁 後 の 未 成 年 後 見 人 の 選 任

離 縁 を す る に つ い て の 許 可

特 別 養 子 縁 組 の 成 立 及 び そ の 離 縁 に 関 す る 処 分

子 の 懲 戒 に 関 す る 許 可 そ の 他 の 処 分

特 別 代 理 人 の 選 任 （ 利 益 相 反 行 為 ）

第 三 者 が 子 に 与 え た 財 産 の 管 理 者 選 任 等

親 権 ・ 管 理 権 の 喪 失 の 宣 告 ・ 取 消 し

親 権 ・ 管 理 権 の 辞 任 ・ 回 復

後 見 人 等 の 選 任

後 見 人 等 の 辞 任

後 見 人 等 の 解 任

後 見 人 の 財 産 目 録 の 調 製 の 期 間 の 伸 長

後 見 人 等 の 権 限 行 使 に つ い て の 定 め 及 び そ の 取 消 し

居 住 用 不 動 産 の 処 分 に つ い て の 許 可

後 見 人 等 に 対 す る 報 酬 の 付 与

後 見 等 監 督 処 分

後 見 終 了 に 伴 う 管 理 計 算 の 期 間 の 伸 長

臨 時 保 佐 人 等 の 選 任 （ 利 益 相 反 行 為 ）

推 定 相 続 人 廃 除 等 に 伴 う 遺 産 の 管 理 に 関 す る 処 分

相 続 の 承 認 又 は 放 棄 の 期 間 の 伸 長

相 続 財 産 の 保 存 又 は 管 理 に 関 す る 処 分

相 続 の 限 定 承 認 又 は 放 棄 の 取 消 し

相 続 の 限 定 承 認 の 申 述 受 理

鑑 定 人 の 選 任

相 続 の 放 棄 の 申 述 の 受 理

相 続 財 産 の 分 離 に 関 す る 処 分

 506 212  12 858 

 12 820 

 8 576   8 

 2 490   2 

 499 624 

 14 326   2 

 3 392   2 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理

新

事　　　                    　　　　　　　件　

書

面

に

よ

る

申

立

て

口

頭

・

準

口

頭

総

数



9 
 
 
 

 
手続別事件別件数―全家庭裁判所 

 3 286  524 632  499 917  3 578  16 337  4 800  41 812 

 2 982  512 511  493 948  2 191  13 594  2 778  34 411 

  49  14 398  11 603   63  2 430   302  4 577 

  15  3 320  2 351   44   870   55  1 365 

  5  2 053  1 605   41   385   22   599 

  310  8 643  7 276   17   816   534  1 308 

  34  2 645  2 054   35   501   55  1 799 

-   3   3 - - - - 

  5  206 167  205 880   47   231   9  1 287 

  10  1 533  1 113   33   372   15   453 

-   10   7 -   3 -   2 

  7  2 875  2 718   24   122   11   232 

  1   464   359   21   82   2   210 

…   6   2   2   2 -   7 

- - - - - - - 

  13  13 360  12 857   17   464   22   962 

-   1   1 - - - - 

-   102   7   29   65   1   53 

  2   25   10   4   8   3   6 

  61  3 898  3 378   40   429   51   868 

…  2 964  2 565   32   338   29   609 

…   576   515   6   42   13   136 

…   72   65 -   5   2   35 

…   10   10 - - -   10 

…   47   41 -   5   1   10 

…   208   172   1   29   6   58 

…   17   8   1   8 -   6 

…   4   2 -   2 -   4 

  1   407   362   4   32   9   111 

  12   188   115   23   40   10   74 

…   86   69 …   12   5   29 

-   56   54 -   2 -   4 

  16   173   154 -   15   4   20 

-  1 165  1 063   4   90   8   101 

-  1 946  1 922   2   21   1   251 

 2 141  16 940  15 805   4   43  1 088  5 113 

…  16 854  15 727 …   41  1 086  5 043 

-   11   11 - - - - 

  2   58   52 -   6 -   11 

-   6   6 - - -   1 

  9  3 723  3 521   28   159   15   291 

  1   209   187   3   19 -   20 

  17   89   49   10   30 -   22 

  3   976   916   7   52   1   139 

-   84   80 -   4 -   12 

  191  139 729  136 556   732  2 137   304  8 765 

-   10   7   2   1 -   3 

取

下

げ

 5 166 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済 未

済

受 総

数

認

容

そ

の

他

調

停

か

ら

係

属

し

た

も

の

そ

の

他

却

下
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（参考）参与員の関与した既済件数 69,820 件  

家事審判事件の受理，既済，未済 第３表 

（甲31）   3 -   3 

（甲32）  10 288  1 044  9 244 

（甲32の２）  1 402   631   771 

（甲33）   116   17   99 

（甲34）  12 306   942  11 364 

（甲35）  1 651   104  1 547 

（甲36）   100   18   82 

（甲37）   119   34   85 

（甲38）   3   2   1 

（甲39）  1 391   158  1 233 

  324   65   259 

う ち 任 意 後 見 監 督 人 の 選 任   240   52   188 

う ち 任 意 後 見 監 督 処 分   45   3   42 

う ち 任 意 後 見 監 督 人 の 辞 任 - - - 

う ち 任 意 後 見 人 等 の 解 任   4   3   1 

う ち 任 意 後 見 監 督 人 に 対 す る 報 酬 の 付 与   31   6   25 

 14 371   873  13 498 

 8 862   630  8 232 

  242   97   145 

 1 542   289  1 253 

  24   6   18 

- - - 

  184   32   152 

- - - 

 40 068   579  39 489 

- - - 

 19 522  7 426  12 096 

（乙１）   71   27   44 

（乙２） - - - 

（乙３）  1 876   629  1 247 

（乙４）  5 143  1 543  3 600 

う ち 監 護 者 の 指 定   914   269   645 

う ち 養 育 費 請 求  2 596   737  1 859 

う ち 面 接 交 渉   971   333   638 

う ち 子 の 引 渡 し   623   186   437 

（乙５）   628   300   328 

（乙６）   164   76   88 

（乙６の２）   2   1   1 

（乙７）  3 545   870  2 675 

（乙８）  1 352   207  1 145 

（乙９）   332   143   189 

（乙９の２）  1 955  1 150   805 

（乙10）  4 454  2 480  1 974 

- - - 

- - - - - 

 1 008   5 

  162 - 

  1 - 

 1 819   11 

  143   3 

  59 - 

… … 

… … 

… … 

… … 

  423   5 

 1 733   9 

  20 - 

- - 

- - 

 6 588   38 

- - 

 39 198   272 

- - 

  151 - 

 1 216   34 

  18 - 

 8 186   43 

  135   10 

… … 

 13 428   63 

… … 

… … 

… … 

… … 

- 

 1 226   3 

  257 - 

に

よ

る

申

立

て

 1 547 - 

  82 - 

口

頭

・

準

口

頭

総

数

旧

受

総

数

新

事　　　                    　　　　　　　件　

書

面

に

よ

る

申

立

て

遺 言 の 確 認

遺 言 書 の 検 認

相 続 財 産 管 理 人 選 任 等 （ 相 続 人 不 分 明 ）

特 別 縁 故 者 へ の 相 続 財 産 の 分 与

遺 言 執 行 者 の 選 任

遺 言 執 行 者 に 対 す る 報 酬 の 付 与

遺 言 執 行 者 の 解 任 及 び 辞 任

遺 言 の 取 消 し

戸 籍 法 に よ る 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可

戸 籍 法 に よ る 名 の 変 更 に つ い て の 許 可

遺 留 分 の 放 棄 に つ い て の 許 可

任 意 後 見 契 約 に 関 す る 法 律 関 係

婚 姻 費 用 の 分 担

就 籍 に つ い て の 許 可

戸 籍 の 訂 正 に つ い て の 許 可

戸 籍 事 件 に つ い て の 処 分 に 対 す る 不 服

戸 籍 届 出 の 委 託 確 認

児 童 福 祉 法 28 条 の 事 件

生 活 保 護 法 30 条 ３ 項 の 事 件

推 定 相 続 人 の 廃 除 及 び そ の 取 消 し

寄 与 分 を 定 め る 処 分

遺 産 の 分 割 に 関 す る 処 分

  615 - 

  605   5 

- - 

 11 288   67 

 9 185   31 

  4 

  85 - 

  1 

破 産 法 68 条 の 事 件

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 20 条 ２ 項 の 事 件

破 産 法 68 条 及 び 345 条 の 事 件

乙       類       審       判       事       件       総       数

夫 婦 の 同 居 ・ 協 力 扶 助

財 産 の 分 与 に 関 す る 処 分

祭 祀 の 承 継 者 の 指 定

親 権 者 の 指 定 又 は 変 更

扶 養 に 関 す る 処 分

子 の 監 護 者 の 指 定 そ の 他 の 処 分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理

夫 婦 の 財 産 管 理 者 変 更 ・ 共 有 財 産 の 分 割

離 縁 後 の 親 権 者 の 指 定

生 活 保 護 法 77 条 ２ 項 の 事 件

  3 - 相 続 財 産 管 理 に 関 す る 処 分 （ 財 産 分 離 ）

  766 

  99 - 



11 
 

手続別事件別件数―全家庭裁判所(続き) 

-   3   3 - - - - 

  28  9 176  8 655   18   386   117  1 112 

  1   785   658   51   76 -   617 

-   93   76   2   15 -   23 

  9  11 363  11 183   8   115   57   943 

-  1 532  1 460   6   65   1   119 

-   88   82   1   5 -   12 

-   96   48   13   35 -   23 

-   1 - -   1 -   2 

  4  1 234  1 134   20   74   6   157 

  2   256   215   2   34   5   68 

…   183   147   2   30   4   57 

…   38   36 -   1   1   7 

… - - - - - - 

…   4   1 -   3 - - 

…   27   27 - - -   4 

  7  13 347  12 030   302  1 005   10  1 024 

  3  8 250  6 180   432  1 633   5   612 

-   178   112   21   43   2   64 

  3  1 248  1 023   49   168   8   294 

-   16   3   8   5 -   8 

- - - - - - - 

  1   139   106   4   24   5   45 

- - - - - - - 

  19  39 439  38 898   20   481   40   629 

- - - - - - - 

  304  12 121  5 969  1 387  2 743  2 022  7 401 

  4   36   2   14   18   2   35 

- - - - - - - 

  47  1 222   612   56   321   233   654 

  85  3 480  1 305   486  1 102   587  1 663 

…   604   139   111   299   55   310 

…  1 832   902   109   431   390   764 

…   594   179   158   156   101   377 

…   424   72   103   214   35   199 

  11   334   118   39   78   99   294 

  2   91   52   6   20   13   73 

-   2   1   1 - - - 

  57  2 793  1 655   351   486   301   752 

  13  1 141   964   52   97   28   211 

  2   166   26   67   65   8   166 

  14   798   200   270   197   131  1 157 

  69  2 058  1 034   45   359   620  2 396 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

取

下

げ

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

  119 

… 

… 

… 

  171 

  27 

- 

  788 

- 

  25 

  176 

 1 295 

- 

… 

… 

… 

 5 166 

  20 

- 

  772 

 1 773 

… 

既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済 未

済

受 総

数

認

容

そ

の

他

調

停

か

ら

係

属

し

た

も

の

そ

の

他

却

下


